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　ペットの習性を理解している飼い主にとっては、放し飼いをすることは当たり前のことでも、ペットを飼っ
ていないかたや敷地への侵入、ふん尿などの悪臭、それによるアレルギーなどの被害を受けているかたにとっ
ては、迷惑になるかもしれません。もしペットの放し飼いをする場合、住んでいる地域や近隣の状況に配慮し、
責任をもって行うようにしてください。

　TNR活動は、飼い主のいない猫（野良猫）に不妊・去勢手術を行
い、野良猫をめぐるさまざまなトラブルの軽減を図るとともに、
一代限りの命を見守る活動です。

　お住まいの地域のごみ集積所を
ご存じですか。
　ごみ集積所が不明の場合は、町
内会などに確認してください。
　また、ごみ集積所は、ごみの種類
によって異なります。

　「市一般家庭ごみ収集カレンダー」を確認し、収集日当日の午前８時30分までにごみを出
してください。
　前日および回収後のごみ出しは、地域のかたや回収する業者の迷惑となります。収集日以
外のごみ出しは、行わないでください。

可燃ごみ・金属ごみ

ごみ集積所
※形状は地域により異なります。 ※写真のスタンドが目印です。

紙・プラ・リサイクルごみ

リサイクルステーション

くわしくは、環境課環境保全係（  25-1147)または伊勢保健所志摩市駐在（  0599-43-5111) へ問い合わせてください。

T(Trap）……………野良猫を捕獲し
N(Neuter)… ……不妊・去勢手術し
R(Return)…………元の場所に戻す

ペットの放し飼い

　野良猫への餌付けは、決して悪い行為ではありませんが、その餌付けが原因で繁殖し、頭数が増え、敷地への
侵入、ふん尿などの悪臭、それによるアレルギーなど地域の問題に発展しかねません。
　また、餌を与えている猫が周辺住民に被害を与えてしまった場合、その責任を問われることにもなりかねません。
　野良猫への餌付けは、これらのことを十分理解し、責任をもって行うようにしてください。

野良猫への餌付け

　今まで何気なく行っている行為が、近隣のかたへ迷惑になる場合があります。ペットの放し飼いや野良猫へ
の餌付けには責任を持ち、しっかり考えて行動しましょう。

責任ある行動を

TNR活動について

ごみ集積所について

ごみを集積所へ出す日時について

市ホームページ

ペットの放し飼いや
野良猫への餌付けについて

ごみ集積所と収集日時について
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